
（１）現状

神奈川県内の後期高齢者医療の被保険者数は、令和２年度には約116万人となりました。今後も増加傾向
は続き、令和７年度には約147万人、令和12年度には約153万人となると予想されます。また、医療費につ
いては、被保険者数、一人当たり医療費ともに増加傾向にあるため今後も増加することが見込まれます。
平均寿命と健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間）に差が見られます。
被保険者の健康の保持増進のため、データヘルス計画に基づき、健康診査や歯科健康診査を実施しており、

神奈川県の健康診査受診率は、令和元年度で26.2％となっており、全国の受診率と比べて、2.3ポイント低い
状況です。

第 ４ 次 広 域 計 画 （ 概 要 ）

１ 広域計画の趣旨・計画期間

(１) 趣旨
広域計画は、地方自治法第291条の７及び神奈川県後期高齢者医療広域連合規約第５条に基づ

き、策定する計画で、広域連合及び市町村が相互にその役割を担い、連携を図りながら、後期高齢者医
療制度を総合的かつ計画的に運営していくための基本的な指針

(２) 計画期間
令和４年度から令和13年度 10年間 ※法改正等により改正が必要となったときには、随時改正

３ 現状と課題

４ 第４次広域計画の基本理念と基本方針

２ 第３次広域計画の振り返り
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基本方針 主な取組結果
診療報酬明細書の点検、介護保険との給付調整、療養費支給申請書等の点検、

後発医薬品の利用促進、医療費通知、適正求償（不当利得求償、第三者行為求
償）などの事業を行いました。
医療費適正化の取組により、適正な請求が増加するなど一定の効果を得るこ

とができました。
保険料の収納対策として、短期被保険者証を交付して継続的な納付相談を行

い、併せて、収納率の低い市町村を訪問するなど、収納対策の状況確認等を行
うことで、収納率が向上しました。
（令和２年度収納率：99.57％）

保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づき、市町村と協力・連携し、
生活習慣病の早期発見や重症化予防を目的とした健康診査、歯科健康診査、重
複・頻回受診者及び重複投薬者への訪問相談などの事業を行い、大学などの外
部有識者との連携・協力により保健事業に関する助言や分析を受けるとともに、
県医師会や県歯科医師会、県薬剤師会とも連携し、効果的な保健事業の推進に
取り組みました。

医療費増大の抑制
を図るため、医療
費の適正化の取組
が必要。

健全な制度運営に
向けた保険料収納
対策などの取組が
必要。

保健事業を推進し、
更なる被保険者の
健康の保持増進が
必要。

今後の方向性
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（２）課題

増大する医療費に対して、持続可能な制度としていくために、医療費の適正化、健康の保持増進、健全
な制度運営により一層取り組んでいく必要があります。
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高齢化の進展や医療の高度化に伴い、医療費は今後も増加していく見込みのため、将来にわたって、
安定した制度運営をするためには医療費の伸びを抑制する必要があります。
診療報酬明細書の点検などを通じて医療費の適正化を推進してきましたが、今後さらに取組を進めて

いく必要があります。
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高齢者になると、加齢に伴う心身機能の低下により自立した日常生活を送ることが困難になってきま
す。できる限り長く自立した生活を送るためには、健康寿命の延伸が不可欠です。健康診査の受診率向
上を図り、生活習慣病の予防等につなげる必要があります。
また、後期高齢者は前期高齢者に比べ、加齢に伴う虚弱な状態であるフレイルの進行が顕著で、複数

の慢性疾患を保有することなどから、多面的かつ包括的な疾病管理がより重要となり、高齢者の特性を
考慮しながら、高齢者保健事業と介護予防の一体的実施を推進していく必要があります。
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被保険者が安心して医療を受けられるよう、広く被保険者や市町村などの関係機関の意見を十分に聴
き、運営にあたる必要があります。
また、補助制度等を最大限活用するとともに適切な保険料率の設定と賦課を行い、収納率の向上を目

指し、必要な財源を確保する必要があります。

医療費適正化
医療費適正化の取組を推進

することで、年々増大してい
く医療費の抑制を図る

高齢者保健事業の推進
データヘルス計画に基づき、

被保険者の健康の保持・増進
を図る

健全な制度運営
市町村等と連携・協力し、健

全で効率的な制度運営を行い、持
続可能な医療保険制度としていく
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被保険者の健康が保持・増進され、必要な時に適切な医療を受けることで、より長く
健康で自立した生活を送ることができる健康長寿社会の実現を目指します。

医療費の適正給付
診療報酬明細書の点検等を
行い、医療費の適正給付を
行う

・被保険者の健康寿命の延伸
や健康意識の高揚などを図
るため、健康診査等高齢者
の特性を踏まえた保健事業
を実施する

・高齢者保健事業と介護予防
の一体的実施の推進

制度運営
効率的な制度運営のため、市町
村との連携強化を図る

５ 広域連合と市町村の事務分担

広域連合 市 町 村
・被保険者の資格管理
・保険料率の決定と賦課
・保険給付
・データヘルス計画の策定及び
取組の実施

・一体的実施に係る高齢者保健
事業の市町村への委託

・各種申請書の受付
・保険料の徴収
・健康診査等の実施
・一体的実施の基本的な方針の
策定及び広域連合から受託し
た高齢者保健事業の実施

連携・協力
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医療費適正化の啓発
医療費通知、後発医薬品の
利用促進等医療費適正化の
啓発に努める

財政運営
安定した財政運営のため、収納
対策実施計画の推進など財源確
保を図る

組織体制の強化と事務の効率化
業務委託や電算化などにより効
率化を図ります
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